
国際放射線防護委員会
（ICRP）の考え方

緊急時被ばく状況
［計画的避難区域、警戒区域］

１００mSv／年

除染に関する緊急実施基本方針

年間２０mSv以下への
移行を目指す

� 住民の帰還が実現するまで、
国が主体的に除染を実施。

除染実施に関する基本的考え方
縦軸：年間被ばく線量
［mSv／年］

原子力事故など緊急事態におい
て、緊急活動を要する状況

現存被ばく状況

長期的な目標

追加被ばく線量を
年間１ｍSvとする

２０mSv／年

［比較的高線量］

大規模作業を伴う
面的除染が必要

［比較的低線量］

側溝や雨樋など
ホットスポットを
集中的に除染

１mSv／年

移行を目指す

� 市町村が、除染計画を
作成し実施。

� 国は、専門家の派遣、
財政支援により円滑な
除染を支援。

緊急事態後の長期被ばく状況
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